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原稿は議員が作成しています

令和４年９月専決処分後の小金井市立保育園条例に関する議会の経過

都市計画道路３・４・１号線、３・４・11号線に係る経過 その２（令和７年４月以降）
白井市長は２月17日に市長報告を行いましたが、３月４日に撤回しました。その後の経過です。

　９月定例会において、小金井市立保育園の在り方に関する方針に基づく議案第44号小金井市立保育園条例、本条例案等に関する市民から
の陳情書40件（そのうち陳述39件）を審査しました。
　本会議では、審査不十分として提出された再付託の動議を賛成少数で否決、本条例案は賛成多数で可決。40件の陳情書は、賛成少数で不
採択になりました。

（１）市立保育園の役割
①４つの役割
■地域の連携、保育の質の維持・向上を推し進め
る役割
■難度の高い保育を率先して担う役割
■市立保育園の機能をいかして在宅子育て家庭を
支援する役割
■緊急時に地域の子どもと保育を守る役割
②役割実施のための対応(保育定員の減員によるス
ペースの確保) 

くりのみ保育園 さくら保育園

園数(配置)について
●保育需要と地域的偏り
●園庭保有率の減少
在園児ケアについて
●３年間在園児ケアの対応と保護者説明不十分
●下の学年が居ない影響
障がい児・医療的ケア児の受け入れ体制拡大について
●要配慮児受入枠11人→18人
●専任看護師の配置
●ガイドラインの作成と研修
保育士の確保について
●恒常的な欠員状態の解消
●４つの役割を担う正規職員の確保
保育定員見直し(減員)について
●在園児のきょうだいの入園
●異年齢保育の開始(小金井保育園)

（２）園数と保育定員の見直し

（３）運営体制
通常の保育業務については、従来の市基準に基づ
く職員配置を堅持し、新たな役割対応の職員を別
に配置する

巡回支援・指導監査の実施体制について
●民間保育園との連携
●体制構築までのロードマップ
進め方や方針策定について
●市長公約との関係　●裁判判決の解釈
●子どもの権利条例との関係
●在り方検討委員会の答申の反映状況
公共施設マネジメントの観点
●老朽化対策への財政的負担
●４つの役割を実施するスペース
●跡地利用が決まっていない点
●市庁舎建設と園舎建替えの優先度
係争中裁判との関係
●�令和６年12月以降、提訴された在園児の保護者

12人による国家賠償請求事件

現在 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
さくら 72 ※84 72 48 24
くりのみ 72 72 48 24
けやき 140 126 113 104 94 84 76 72 70
小金井 114 108 90 86 78 74 72 70 70
わかたけ 112 101 90 85 76 74 72 70 70

※さくら保育園の2歳児定員は条例可決後、0人から12人と定めら
れた

市立保育園の在り方の策定

主な論点

――――――――令和４年――――――――
	 12月市	� 専決処分された、くりのみ・さく

ら保育園を段階的縮小の上、廃園
する条例を元に戻す条例を上程

	 議	� 当該条例を否決
――――――――令和５年――――――――
	 ２月市	� 「小金井市立保育園の在り方検討

委員会設置条例」を上程
	 ３月議	� 当該条例を否決
	 ６月～市	� 市立保育園の今後の運営に係る

保護者説明会
――――――――令和６年――――――――
	 ２月裁	� 小金井市立保育園廃止処分取消

等請求事件の地裁判決
		�  原告に対する利用不許可を取り

消す
	 ３月市	� 市長報告　控訴せず、原告のお

子さんの入所手続きへ
		�  「小金井市立保育園の在り方検討

委員会設置条例」を上程
	 議	 当該条例を可決
	 ４月市	� 東京地裁判決を受けて保護者説

明会
	 ６月～市	� 第１回小金井市立保育園の在り

方検討委員会　(全10回開催）
――――――――令和７年――――――――
	 ５月市	� 検討委員会が市長に答申
		�  “小金井市立保育園の役割と在り

方について”
	 ６月～市	� 小金井市立保育園の在り方に関す

る方針(案)・パブリックコメント・
市民説明会・保護者説明会

	 ７月議	 方針(案)に対する全員協議会
	 ８月市	� 小金井市立保育園の在り方に関す

る方針策定
	 ９月市	「小金井市立保育園条例」を上程
	 議	� 厚生文教委員会で３日間の審査

の上、当該条例を可決

　　市…市の動き　議…議会の動き
　　裁…裁判判決
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